
船舶事故等調査報告書 

平成２７年８月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１５横第５１号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２７年４月２５日 １５時２０分ごろ 

発生場所 愛知県三河港 

 三河港蒲郡
がまごおり

東防波堤西灯台から真方位２８３°５３０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４８.９３′ 東経１３７°１３.１４′） 

事故等調査の経過 平成２７年４月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 XIN
シ ン

 HAI
ハ イ

（ベリーズ籍）、１,９９７トン 

９２９１９２５（ＩＭＯ番号）、XIN HAI SHIPPING CORPORATION 

 LIMITED 

Ｂ 貨物船 日
にち

島
じま

丸、４９９トン 

   １４１０２２、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、 

   朝日海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（中華人民共和国籍）、免状不詳 

Ｂ 船長Ｂ、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷ブルワークの曲損、船首右舷外板に擦過傷 

Ｂ 船橋右舷ウィング後部に凹損、亀裂及び擦過傷、救命筏
いかだ

架台に

曲損等 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａほか１１人（全員中華人民共和国籍）が乗り組み、

三河港蒲郡地区の蒲郡ふ頭５号岸壁（以下「５号岸壁」という。）の

６号岸壁寄りにおいて、入船右舷着けで係留し、荷役作業を終えて、

平成２７年４月２５日１５時１５分ごろ離岸した。 

Ａ船は、後進しながら揚錨していたところ、風に圧流されて５号岸

壁の４号岸壁寄りに係留中のＢ船へ接近し、１５時２０分ごろ右舷船

首がＢ船の右舷船尾に衝突した。 

Ａ船は、港内で錨泊し、海上保安庁による調査を受けた後、１８時

３５分ごろ出港した。 

Ｂ船は、５号岸壁の４号岸壁寄りにおいて、出船左舷着けで係留

中、Ｂ船の航海士が、風によってＢ船の方へ圧流されて来るＡ船を認

め、右舷のウィングに出て、声を上げ、身振りで注意喚起をしたもの

の、Ａ船が接近を続けるので、危険を感じて船橋内に避難をしたとこ

ろ、Ａ船と衝突した。 

Ｂ船は、機関長がＡ船と衝突したことを海上保安庁へ通報した。 



 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ５ 

海象：波向 西、波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の末期 

 その他の事項 Ａ船は、空倉状態であった。 

Ｂ船の航海士は、Ａ船の船首にいた乗組員がフェンダを用意したも

のの、海に落としてしまったのを見た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ 不明、Ｂ なし 

Ａ 不明、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

 Ａ船は、三河港蒲郡地区の５号岸壁おいて、風力５の西風が吹く状

況下、離岸作業中、風に圧流されたことから、係留中のＢ船に衝突し

たものと考えられる。 

 Ｂ船は、５号岸壁において係留中、Ａ船が衝突したものと考えられ

る。 

原因  本事故は、三河港蒲郡地区の５号岸壁において、風力５の西風が吹

く状況下、Ａ船が離岸作業中、Ｂ船が係留中、Ａ船が風に圧流された

ため、Ｂ船に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・風のある状況下で離岸作業を行う際には、慎重な操船を行い、必

要に応じてタグボートを使用すること。 

 


